
【令和７年度】
埼玉県警察女性職員の活躍推進及び
職員のための子育てサポート推進プログラムの推進状況（概要）

＊女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第19条第6項及び次世代育成支援対策推進法第19条第5項に
基づき公表しています。

埼玉県警察では、

女性職員の活躍・すべての職員が力を最大限発揮
できる魅力ある職場づくりの実現

を推進するため、次の目標を掲げています。(R3.4.1～R8.3.31)

全警察官に占める
女性警察官の割合

令和５年４月１日までに12％以上とし、

その後は12％以上を維持する。

男性職員の
出産補助休暇等の
合計取得日数

配偶者の出産に伴う出産補助休暇(※１) 
及び育児参加休暇(※２)の取得日数を、

５日以上とする。

R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1

12.4% 12.7% 13.2%

R5年度 R6年度 R7年度

5.8日 5.8日 5.6日

※1:妻の出産にあたり、入退院・出産時の付添い、子の出生の届出等のために取得できる休暇
※2:妻の産前６週から子の１歳の誕生日の前日までに、出産に係る子又はその上の子（小学校就学前）の養育を行う

ために取得することができる休暇

男性職員の
育児休業取得率

男性職員の育児休業取得率を、令和７年

度末までに50％以上とする。

年次休暇の
平均取得日数

職員の年次休暇の平均取得日数を12日
以上とする。

R5年度 R6年度 R7年度

65.9% 84.3% 91.1%

R5年 R6年 R7年

11.4日 12.2日 12.3日

※年度算出

※年度算出 ※年算出

※R8から新算出方式



【令和７年度】
埼玉県警察女性職員の活躍推進及び
職員のための子育てサポート推進プログラムの推進状況（概要）

１ 女性職員の積極的な採用

○ 埼玉県警察ホームページやＳＮＳを通じ、女性職員が活躍できる警察業務につい

て発信し、令和７年度中に女性警察官120人（採用に占める女性比率25.5％）、一

般職員18人（採用に占める女性比率66.7％）を採用しました。

２ 女性職員の積極的な登用及び計画的な育成

○ 女性職員個々の能力及び適性に応じて、キャリア形成を勘案した人事配置を検討

し、異動期ごとに配置状況を確認するなど、適材適所による登用を促進しました。

○ 女性職員の計画的な育成のため、公安委員会委員長等を交えたキャリアサポート

研修、育児休業復帰者に対する担当業務における実務能力の早期向上に資する指導

教養方策ついての検討会を開催しました。

３ 職員が働きやすい職場環境づくりの推進

○ 女性職員専用の仮眠室及びトイレを整備して、施設を充実させました。

○ 在宅勤務や出張先等での利便性を向上させるために、整備した端末装置やアプリ

ケーションの利用を促進しました。

○ 各種資料により、職員の勤務実態を周知して、時間外勤務の抑制、年次休暇等の

取得を促進しました。

○ ハラスメントのない職場環境を構築するため、幹部職員を対象とした部外講師に

よる研修を開催したほか、相談窓口の周知をするとともに、ハラスメント相談員の

研修を行いました。

４ 仕事と生活を両立しながら活躍できる環境づくり

○ 育児休業からの復帰者に対し、通勤時間等に配慮して配置を検討するなど仕事と

生活が両立しやすい環境の構築に向けた人事措置を行いました。

○ 不妊治療の助成給付金など、各種制度に関する資料を内部機関紙等に掲載して、

職員の理解を深めました。

５ 男性職員の家事、育児等の参画促進

○ 令和７年４月から、警察署で勤務する職員が育児休業を取得する場合、警察本部

の各部門から育児休業支援要員を派遣して警察署を支援する制度に拡大し、引き続

き育児休業を取得しやすい環境を整備しました。

６ その他（子育て等に関する地域貢献活動）

○ 県警ホームページ上に少年健全育成に関する広報啓発資料を掲載するとともに、

Ｘにおける情報発信、YouTubeによる動画配信により少年の規範意識の醸成を図る

など、非行防止を目的とした地域貢献活動に取り組みました。

○ 小学４年生を中心に、自転車の安全講習・学科試験・技能試験を実施し、日常生

活で安全に自転車を利用する知識と技能を習得した者に自転車運転免許証を交付す

るなど、交通安全意識の向上を図りました。

取組施策の内容



【令和７年度】
埼玉県警察女性職員の活躍推進及び
職員のための子育てサポート推進プログラムの推進状況（概要）

☑ 職員に占める女性職員の割合

☑ 採用した職員に占める女性職員の割合

☑ 各役職段階に占める女性職員の割合



【令和７年度】
埼玉県警察女性職員の活躍推進及び
職員のための子育てサポート推進プログラムの推進状況（概要）

※出産補助休暇
配偶者の出産にあたり、入退院・出産時の付添い、子の出

生の届出等のため取得可能な休暇（３日間取得可能）

※育児参加休暇
配偶者の産前６週から子の１歳の誕生日の前日までに、

出産に係る子又はその上の子(小学校就学前)の養育を行うた
めに取得可能な休暇（５日間取得可能）

※子育て休暇
義務教育終了前の子を養育する者が、子の看護や学校行事

への出席をする場合等に取得可能な休暇（１年のうち７日の
範囲内（子が２人以上の場合は10日の範囲内)で取得可能)

☑ 年次休暇の平均取得日数

☑ 男性職員の配偶者の出産を補助する休暇及び育児にかかわるための休暇
の取得

※年算出【参考】

※年度算出

※年度算出



令和８年６月30日公表

Ⅰ 職員の男女の給与の額の差異
１．全職員に係る情報

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報
＊ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で

定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。

(1) 役職段階別

役職段階
男女の給与の差異

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

本庁部局長・次長相当職（警視相当職） 94.8％

本庁課長相当職（警部相当職） 95.0％

本庁課長補佐相当職（警部補相当職） 89.0％

本庁係長相当職（巡査部長・巡査相当職） 85.4％

(2) 勤続年数別

勤続年数
男女の給与の差異

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

36年以上 87.7％

31～35年 87.1％

26～30年 82.4％

21～25年 81.1％

16～20年 79.3％

11～15年 81.2％

６～10年 89.5％

１～５年 94.1％

【説明欄】

① 公務員においては、条例に定める職種ごとの給料表や基準に従って給料及び各種手当が支給されており、男女で制度上の
差異はないが、勤務実態により差異が生じている。

② 部分休業等の育児のための各種制度を利用する職員は、給料月額の減額に加え、当直勤務や深夜勤務が免除されているこ
とや、時間外勤務や休日出勤についても配慮されている。結果として、各種手当の支給にも男女の差異が生じている。

③ 扶養手当は、世帯主となっている男性に支給している場合が多く、男性は約60％の職員、女性は約６％の職員が支給を受
けており、差異が生じている。

＊ 勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる令和７年度までの年度単位
で算出している。

職員区分
男女の給与の差異

（男性の給与に対する女性の給与の割合）

任期の定めのない常勤職員 81.0％

任期の定めのない常勤職員以外の職員 93.9％

全職員 79.4％

【令和８年度】

女性の職業選択に資する情報公表（女性活躍推進法第21条関係）
特定事業主名：埼玉県警察

＊女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条に基づき公表しています。



【令和８年度】
女性の職業選択に資する情報公表（女性活躍推進法第21条関係）

特定事業主名：埼玉県警察

Ⅱ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

区分
令和８年度
警察官

令和８年度
一般職員

管理的地位にある職員 3.5％ 3.1％

【説明欄】

管理的地位にある職員とは、警視（相当職）、警部（相当職）のうち、管理職手当を支給されてい
る職員を示す。

Ⅲ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合

区分
令和８年度
警察官

令和８年度
一般職員

本庁部局長・次長相当職（警視(相当職)） 3.5％ 6.5％

本庁課長相当職（警部(相当職)） 3.6％ 10.6％

本庁課長補佐相当職（警部補(相当職)） 5.4％ 37.6％

本庁係長相当職(巡査部長･巡査(相当職)) 15.7％ 71.2％

警部補（相当職）以上の割合 4.9％ 26.8％

【説明欄】

令和８年４月１日現在の各役職段階にある職員のうち、女性職員の割合を算出している。

＊女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条に基づき公表しています。



【令和８年度】
女性の職業選択に資する情報公表（女性活躍推進法第21条関係）

特定事業主名：埼玉県警察

＊女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条に基づき公表しています。

Ⅳ 男女別の育児休業取得率及び男女別の育児休業の取得期間の分布状況
１．男女別の育児休業取得率
(1) 常勤職員

区分 令和７年度

男性 91.1％

女性 100％

(2) 会計年度任用職員

区分 令和７年度

男性 ‐％

女性 100％

２．男女別の育児休業の取得期間の分布状況

区分 常勤職員 会計年度任用職員

男性 女性 男性 女性

１週間未満 0％ 0％ ‐％ 0％

１週間以上２週間未満 0.9％ 0％ ‐％ 0％

２週間以上１月以下 27.2％ 0％ ‐％ 0％

１月超３月以下 57.2％ 0％ ‐％ 0％

３月超６月以下 10.2％ 0.9％ ‐％ 0％

６月超９月以下 2.4％ 5.2％ ‐％ 0％

９月超12月以下 1.5％ 11.3％ ‐％ 100％

12月超24月以下 0.2％ 20.9％ ‐％ ‐％

24月超 0.4％ 61.7％ ‐％ ‐％

【説明欄】

① 育児休業の取得率は、対象年度に育児休業を取得した職員をその年に子が生まれた職員数
で除したもの。

② 同一誕生日の子は、１人分として算出。
③ 対象職員がいる場合は「０」、対象職員がいない場合は「‐」と表記。



【令和８年度】
女性の職業選択に資する情報公表（女性活躍推進法第21条関係）

特定事業主名：埼玉県警察

＊女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条に基づき公表しています。

Ⅴ 職員の勤務時間の状況
管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を超え
て命じられて勤務した時間

区分 令和６年度 令和７年度

内部部局等（本部等） 17.4時間／月 20.1時間／月

内部部局等以外（警察署） 22.9時間／月 31.2時間／月

【説明欄】

令和６年度中に全職員の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間の一月当たりの平均は、
21.1時間、令和７年度中の平均は、27.8時間。
※少数点以下第二位四捨五入

平均 R５ R６ R７

取得日 5.8日 5.8日 5.6日

〇出産補助休暇：配偶者の出産にあたり、入退院・出産時の付添い、子の出生の届出等の
ため取得可能な休暇（３日間取得可能）

〇育児参加休暇：配偶者の産前６週から子の１歳の誕生日の前日までに、出産に係る子又
はその上の子(小学校就学前)の養育を行うために取得可能な休暇（５日間取得可能）

Ⅵ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率並びにそれぞれの休暇
の合計取得日数の分布状況


